
設備条件確認書（無停電年次点検）

[bookmark: _GoBack]当事業場は、次の設備条件を満足しているため、無停電による年次点検を１年に１回以上行うことにより、停電を伴う年次点検を３年に１回以上とします。

事業場名　　　　　　　　　　　　　　　
	設　　備　　条　　件
	適否

	1. 設備を構成する個々の機械器具において、設計上、製作上又は施工上支障があるものではないこと。
	

	
	リコール制度による届出や保安上の注意喚起等の対象となっていないこと。
	

	2. 保安上の観点から、設備構成に一定の信頼性が認められるものであること。
	

	
	1) 構外にわたる高圧電線路がないもの
	

	
	2) 柱上に設置した高圧変圧器がないもの
	

	
	3) 高圧負荷開閉器（キュービクル内に設置するものを除く。）に可燃性絶縁油を使用していないもの
	

	
	4) 保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの
	

	
	5) 責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの
	

	3. 設備環境上支障のあるものではないこと。ただし、適切な対策が講じられているものは除く。
	

	
	腐食性ガスや可燃性ガス等の滞留する場所に設置されているものではないこと。
	

	
	高温多湿による保安機能の支障が生じる環境に設置されているものではないこと。
	

	
	塩害による保安機能の支障が生じる環境に設置されているものではないこと。
	

	4. 使用実績又は維持管理状況を踏まえて、次回の停電年次点検まで（３年後まで）の間における設備の信頼性に支障が認められるものではないこと。
	

	
	前回の停電年次点検において、内規で定める点検が実施されており、その結果（修理等を行った場合にはその結果も含む。）が支障ないものであること。
	

	
	前回の停電年次点検以降で実施した無停電での年次点検及び直近までの月次点検の結果（修理等を行った場合にはその結果も含む。）が支障ないものであること。
	

	
	製造者等が推奨する取替更新時期内であるもの又は保安に関する適正な余寿命評価（次回の停電年次点検までの期間（３年後までの期間））を行ったものであること。
	

	5. 保安管理に係る体制に支障のあるものではないこと。
	

	
	年次点検（停電及び無停電）の実施方法が、保安規程又は保安規程の下部規程等に定められていること。
	



